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必要性の低下した
（不要な）信号機は
撤 去 し て、
一 時 停 止 に
変 更 す る 方 が
合 理 的
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車が来ないので、
歩行者、自転車が信号無視
（１日に１回も押されない
押ボタンもあります。）

イライラ

車が来ないのに、信号待ち
（信号無視を誘発します。）

◯ 岡山県警察では
利用頻度の低下した信号機で、他の対策により安全が確保される場合は、信号機の撤去を進めています。
・ 車も通らないのに、ぽつんと建っている信号機
・ 誰も利用しないのに、ただ動いている信号機
このような信号機を発見されましたら、
ホームページ下部にある「ご意見・ご要望」から連絡をいただけますようにお願いします。

交通規制課（☎ 086-234-0110）

「ご意見・ご要望」への入力は、次の要領でお願いします。
Q６：種 別「 ●意見」
Q７：コメント「信号機の場所・利用状況等」
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